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保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の 

業務従事者届の周知について 

 

 標記の件につきまして、福岡県保健医療介護部医療指導課より別添のとおり

連絡がありました。 

 保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士で、当該免

許にかかる業務に従事している者は、厚生労働省令で定めるとおり、２年ごと

の 12 月 31 日現在の住所、氏名等を翌年１月 15 日までに知事に届け出ること

が法律で義務づけられており、今年度が届出年度となっております。 

 つきましては、貴事業所におかれましても本件についてご了知いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

なお、保健師、助産師、看護師、准看護師の届出様式については、国から届出

様式が示され次第、福岡県保健医療介護部医療指導課より改めて周知が行われ

ます。 
記 

・届出義務者 

 保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の資格を有し、

令和２年 12 月 31 日現在で当該免許に係る業務に従事している者 

 

・提出先 

 就業地を管轄する県の保健福祉環境事務所又は北九州市、福岡市、久留米市の

各保健所 

 

・届出期⽇ 

 令和３年１月 15 日（金）まで 




